
（１）地域課題等に関する情報を、本市が協働団体に先に提供する場合

（２）メンバー及び当該メンバーが考案した連携提案情報を、協働団体が本市に先に提供する場合

（別紙）

マッチング業務のイメージ

区役所等

市民局・市政改革室
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（NPO・企業等）
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④区役所等への

提供結果の報告

区役所等

市民局・市政改革室

メンバー

（NPO・企業等）

協働団体

②希望する

区役所等情報の提供

本市

②地域課題等の詳細

情報の聞き取り・把握

本市

上記①～④が、マッチング業務の順序

③選定メンバー情報・

選定メンバー提案情報の提供

①区役所等における

地域課題等の提供

①提案メンバー情報・

連携希望情報の提供

③提案メンバーに

希望する

区役所等情報の提供

上記①～③が、マッチング業務の順序


